
【特別予約】大仏殿前駐車場の活用について
◆【特別予約】大仏殿前駐車場の活用

１.交通弱者団体に配慮した運用

２.宿泊観光を推奨する運用

１.交通弱者団体に配慮した運営
〇下記に該当される方が１名以上乗車されているバス（注１）
（注１）：台数口の場合、各バスに該当されている方１名以上乗車されていること。

例えば、同一団体３台の場合、１.２.３号車に各１名以上乗車（各バスに１名以上）。

 ご来場の際に乗車されていることを確認させていただきます。確認できない場合は入場できません。
（対象者や確認書類の詳細は、2ページ、4ページをご確認ください。）

■身体障害者（要介護、障害をお持ちの方）・歩行困難者（車いす、松葉杖、要介助者など）
・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳、特定医療受給者証をお持ちの方
・介護保険法の規定により要介護状態もしくは要支援状態と認定されている方 等。

■未就学児団体（幼稚園・保育園等）及び 支援学校団体

■後期高齢者（75歳以上）・・２０２５年１０月以降は特別予約利用対象外となります。
但し、後期高齢者の方でも、特段の配慮が必要な方がいる場合は、当センターへご相談ください。

２.宿泊観光を推奨する運用
■奈良県内で宿泊される団体バスの利用
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※ 2026年（令和８年）４月予約分より事前支払制に変わります。

2026.04/03



【特別予約】大仏殿前駐車場の活用について
◆特別予約利用対象要件一覧（区分表）

対象者区分 要件 確認書類

身体障害

視覚障害 ４級以上

身体障害者手帳

聴覚障害 ３級以上

平衡機能障害 ５級以上

上肢機能障害 ２級以上

下肢機能障害 ６級以上

体幹機能障害 ５級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変
性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 ２級以上

移動機能 ６級以上

心臓機能障害 ４級以上

腎臓機能障害 ４級以上

呼吸機能障害 ４級以上

ぼうこう・直腸機能障害 ４級以上

小腸機能障害 ４級以上

肝機能障害 ４級以上

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 ４級以上

知的障害 Ａ１，Ａ２，Ａ 療育手帳

精神障害 １級 精神障害者保健福祉手帳

難病患者

特定疾患医療受給者
指定難病特定医療受給者
小児慢性特定疾病医療受給者

特定疾患医療受給者証
指定難病特定医療受給者証
小児慢性特定疾病医療受給者証

要介護高齢者 要介護１～５ 介護保険被保険者証

後期高齢者 後期高齢者 後期高齢者 証明ができる書類

未就学児団体
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2025年10月より利用対象外となります。



【特別予約】大仏殿前駐車場の活用について
◆特別予約受付開始日一覧表
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【特別予約】大仏殿前駐車場の活用について
◆ご利用の留意点

●「事前予約制」「事前支払制」となります。
駐車台数に限りがありますのでご注意ください。満車の場合はご自身でキャンセル待ちをしてください。
※前日の１２時以降の予約 及び、当日の変更は一切できません。
※入金後は、使用料の返金はできません、十分ご確認のうえ支払い手続きをお願いいたします。
        

〔事前確認書類〕
特別予約（6ケタの予約番号取得）完了後、様式①「特別予約利用申込書」及び、
様式②「特別予約乗車証明書」の事前確認書類が必要です。
※事前確認書類（リンク先）は、ホームページ“下記タイトル”内よりダウンロードしてください。

※事前確認書類は、システム予約終了後７日以内にご送付（申請）をお願いいたします。期日未着の場合、
予約が無効になる場合があります。

注意：ご来場の際は、下記、条件・書類を確認をさせていただきます。
■事前確認書類（様式①「特別予約利用申込書」及び、様式②「特別予約乗車証明書」）
■条件・証明書類 下記のいずれか（対象者様１名）
・身体障害者（手帳コピーなど）・歩行困難者（車いす、松葉杖、要介助者など目視確認）
・未就学児団体、支援学校（目視確認など）
・奈良県宿泊（行程表など）

       
ご不明点は、奈良公園団体バス駐車場予約センターまでご連絡ください。   
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